
微 小 粒 子 物 質 （ Ｐ Ｍ ２ ． ５ ） に 係 る 総 合 的 な 対 策 の  推 進 を 求 め る 意 見 書   我 が 国 で は 、 大 気 汚 染 防 止 法 や 自 動 車 Ｎ Ｏ ｘ ・ Ｐ Ｍ 法 の 規 制 等 によ り 大 気 環 境 の 保 全 に 努 め 、 二 酸 化 硫 黄 （ Ｓ Ｏ ２ ） 、 二 酸 化 窒 素（ Ｎ Ｏ ２ ） な ど の 濃 度 は 大 き く 改 善 し て き て い る 。  一 方 で 、 微 小 粒 子 状 物 質 （ Ｐ Ｍ ２ ． ５ ） は 、 疫 学 的 知 見 が 少 な く 、曝 露 濃 度 と 健 康 影 響 と の 間 の 一 貫 し た 関 係 が 見 出 さ れ て い な い こ とか ら 、 大 き な 課 題 と な っ て い る 。  ま た 、 平 成 ２ ５ 年 １ 月 以 降 、 中 国 に お い て Ｐ Ｍ ２ ． ５ に よ る 深 刻な 大 気 汚 染 が 発 生 し 、 我 が 国 で も そ の 越 境 汚 染 に よ り 一 時 的 な 濃 度の 上 昇 が 観 測 さ れ た こ と か ら 国 民 の 関 心 が 高 ま っ て い る 。  Ｐ Ｍ ２ ． ５ に よ る 大 気 汚 染 に 関 し て 包 括 的 に 対 応 す る こ と が 求 めら れ て お り 、 国 に お い て は 下 記 の 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 要 望 す る 。  記  １  Ｐ Ｍ ２ ． ５ の 発 生 源 の 実 態 や 構 成 成 分 の 解 明 を し た 上 で 、 法 律に 基 づ く 国 民 に わ か り や す い 注 意 発 令 の 仕 組 み を 整 備 す る と と もに 、 環 境 基 準 を 維 持 で き る よ う 国 内 外 の 発 生 抑 制 対 策 を 推 進 す るこ と 。  ２  国 と 地 方 自 治 体 と の 連 携 を 強 化 し 、 情 報 共 有 を 図 り な が ら 、 モニ タ リ ン グ 体 制 の 整 備 を 推 進 す る こ と 。  ３  Ｐ Ｍ ２ ． ５ に よ る 肺 機 能 や 呼 吸 器 系 症 状 等 へ の 健 康 影 響 に 関 する 調 査 研 究 を 進 め る と と も に 、 研 究 結 果 に 基 づ く 指 針 等 の 見 直 しに つ い て は 、 速 や か に 実 施 で き る 体 制 を 整 備 す る こ と 。  以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。     平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ４ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史   意 見 書 提 出 先  内 閣 総 理 大 臣 ／ 環 境 大 臣 ／ 厚 生 労 働 大 臣  


